
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成 23 年 6 月 10 日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）：労働契約をめぐる様々な問題について検討を行いながら、労働法の適

用対象者である「労働者」の概念について考察を行った。「労働者」概念については、最終的な

研究目標である労働者の定義およびその明確な判断基準の定立には至らず、これからも研究を

継続することになったが、この問題について、若干の論稿を公表し、また、非正規雇用の問題

や最低賃金制度等、現在の重要な政策課題となっている諸問題について、検討を進めることが

できた。 
 
研究成果の概要（英文）：I have examined the scope of an employment relationship and new problems 
about an employment contract. The main theme is the notion of an “employee”, to whom the Labor Law 
should apply. The ultimate goal of my research is establishing clear criteria to determine who is 
employee. This aim is not accomplished within this period, but I have published some articles about this 
problem and other current problems such as a non-standards employment and minimum wages.  
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１．研究開始当初の背景 
現在の雇用をめぐる社会的経済的環境は、

労働法が誕生した 1 世紀前と対比しうるほど、
激動期にあると考えられる。本研究課題申請
時の 2006 年秋において、日本は、戦後最長
の好況期にあるとされ、団塊の世代が定年を
迎えたこともあり大学新卒の求人も大幅に
増えたが、経済格差と超少子高齢化が進行し
つつある中で、これほど実感の乏しい報道も
なかった。ILO によれば、世界全体では労働
力は過剰で失業率が上昇しているにもかか
わらず、コンピュータ・リテラシー等の現代
の雇用労働に不可欠な技能を有する人材は
不足しているということであり、かかる認識

は、30 代半ばの一定の労働者層に過度の負担
がかかり、そのメンタルヘルスや働きすぎの
問題が深刻化する一方で、賃金コスト引き下
げのために蔓延するに至った偽装請負が問
題になった日本にもまさにあてはまるもの
であった。かかる労働市場の二極化は、日本
の労働市場(雇用)政策の大きな課題として認
識されるにいたった。 
また、高齢化に伴い、中高年労働者の処遇

も困難な課題であり、2005 年 12 月に欧州司
法裁判所が認めた年齢差別の禁止という考
え方の日本への導入の可否が注目された。年
齢差別概念に対する注目は、雇用平等の理念
の浸透を示すものでもあり、従来の個別的労
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働法と集団的労働法に加えて、雇用平等法が
労働法の新たな柱となりつつあることを印
象付けた。 
以上のような日本型雇用の大変動期にあ

たって、今後の労働契約法のあり方を検討す
ることは喫緊の課題である。2005 年 9 月に
公表された「今後の労働契約法制のあり方に
関する研究会」報告書(厚生労働省)は、2006
年 4月から実施されている労働審判制度を支
えるための実体的ルールの明確化のために、
従来、判例法理に委ねられてきた多くの労働
契約法理の明文化を目指すものであった。本
研究課題の申請時は、労働契約法がまさにこ
れから立法されようという時期であり、改め
て労働契約をめぐる基本的な問題を検討す
る必要性が高まっていたといえる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、上記 1 で述べた、労働法

をめぐる大きな変化のなかで、今後の労働契
約法の適用対象者である「労働者」の概念を
明らかにし、その明確な判断基準を定立する
ことである。この問題は、労働法が生成され
たときからの難問であるため、労働契約法の
立法時には解決されずに、今後も残された課
題になることが予想されたので、根本的な検
討を行うことが必要であると考えたからで
ある。 
 
３．研究の方法 
労働者概念は、19 世紀末から 20 世紀初頭

にかけて、ヨーロッパにおいて労働法が生成
した時からの難問である。そのため、労働法
の発展を踏まえたうえで、この問題を検討す
る必要がある。かかる歴史的検討においては、
とくに、労働法が誕生する以前から存在する、
雇用と請負の区別が重要な課題である。また、
現在の課題を検討するうえでは、同様の問題
について諸外国がどのような考え方をとっ
ているのかという比較法的検討が不可欠で
ある。とくに、従属的な自営業者の保護のあ
り方について、労働者概念を拡大して保護を
図るのか、自営業者と位置付けたうえで、特
別法を整備するのかについて、諸外国の経験
を検討する必要がある。さらに、労働者概念
は、法律学一般の概念形成の問題でもある。
この点については、ドイツにおいて、豊富な
議論の蓄積がある。かかる歴史的、比較法的
および理論的検討の 3 つの側面から、労働者
概念を検討することとした。 

 
４．研究成果 
（1）労働者概念 
 本研究課題の主な研究テーマであり、研究
の目的および方法は明確であったが、作業を
なかなか進めることができず、労働者概念を
明確化し、その判断基準を定立するという最

終的な目標を達成することはできず、今後も
この目標達成に向けて、研究を進めることに
なった。反省すべき点は多いが、労働者概念
に関する若干の論稿（下記「5 主な発表論文
等」の③④⑩）を公表することができた。 
⑩は、家内労働法の立法経緯を検討した短

い論考であるが、従属的自営業者の典型とさ
れる家内労働者の位置づけについて、労働基
準法の制定時に家内労働者が適用除外とさ
れた理由は、家内労働者が労働者ではなく、
自営業者であることが明確に認識されてい
たとはいえず、むしろ、家内工業が労基法の
適用対象事業には入らないと考えられたと
推測されること、現在のように、家内労働者
が労働者ではないと解されるようになった
のは、家内労働法の制定過程で、家内労働者
と委託者の法的関係は、雇用ではなく請負と
整理されたからではないかということを明
らかにした。そして、家内労働法は、わが国
における従属的自営業者の保護に資する唯
一の特別法であるといえるので、今後の従属
的自営業者の保護のあり方を考える上で、1
つのモデルとなりうるが、もう 1 つのモデル
として、ヨーロッパにみられるような商業分
野における従属的自営業者のための特別法
が考えられることを指摘した。 
④は、判例評釈であるが、当時、従来は労

基法よりも広いと考えられていた労組法上
の労働者概念について、これを労基法と同様
に狭くしたため、学界の論議を呼んだ下級審
裁判例を分析し、その問題点を指摘した。本
稿では、労基法と労組法の労働者概念の異同
についてイギリス法上の worker と employee
の異同と同じように考えられるのではない
かという指摘を行った。すなわち、指揮命令
への拘束を中心的な判断基準としつつ、専属
性および設備等の負担といった事業者性の
要素を加味する点で、労基法も労組法も同じ
であるが、労組法の方が、労働者性を肯定す
る方向で緩やかに評価されるというもので
ある。 
 ③は、2007 年に公表されたドイツにおける
ヘンスラー・プライス教授の労働契約法草案
における労働契約概念について、ドイツでど
のような議論が行われたのかを整理したも
のである。同草案では、「労働者」ではなく、
「労働契約」を定義することで、労働者が契
約上の地位であることを強調していること、
指揮命令下の労働と並んで、「事業所に編入
されて」という文言が付加されていた当初の
草案に対して、編入と指揮命令は同義である
ので削除すべきであるという批判を取り入
れて、削除されたこと、および労働者と自営
業者の中間的な概念である「労働者類似の
者」について、1 人の委託者からの収入額で
割りきろうとしていること等を紹介した。同
草案は、残念ながら挫折し、多数の個別法規



 

 
 

に散らばっているドイツの労働契約法が実
際に 1 つの法典に立法化される道は再び閉ざ
されたが、現在の労働契約法の課題を検討す
るうえで、有益な素材であり、労働者概念に
ついても、ドイツの議論状況を知るうえで有 
用であった。 
 以上の 3 つの論稿の成果をまとめると、い
ずれも限られた素材に基づき論じた短いも
のであるが、労働者概念の研究方法として掲
げた歴史的手法と比較法的手法を用いたも
のであり、最終的な目標へとつながる成果の
一端を示すことができたのではないかと考
えている。 
（2）非正規雇用 
 わが国において、正規雇用と非正規雇用の
格差が重要な政策課題となっていることは
周知のとおりである。また、非正規雇用の活
用は、労働者に近似している個人事業者の活
用と同様に、ユーザーである企業にとっては、
労働法・社会保険法上使用者に課される負担
の削減を目的として行われているといえ、非
正規雇用の問題には、労働者概念の問題と共
通の側面がある。そのため、労働者概念と並
び、この問題についても精力的に検討し、ド
イツの非正規雇用法制について検討したほ
か（下記 5 の主な発表論文等の②⑤）、最近
の日本法の動向について、海外のセミナーで
報告を行った（下記 6 の学会発表の①②）。 
（3）最低賃金 
 わが国の格差問題の是正手段として注目
されている制度が、最低賃金制度である。
2008 年に改正された最低賃金法の検討を行
ったほか（⑮）、ドイツの最近の動向につい
て検討を行った（⑧）。 
（4）その他 
 研究代表者は、比較法研究を重視しており、
本研究課題の主要なテーマである労働者概
念の問題だけではなく、幅広く、ドイツおよ
び EU における労働法の動向に注意しており、
とくに最新の欧州司法裁判所の判断につい
て定期的に検討を公表している（①⑥⑬⑰）。 
 なお、本成果報告書には記載する項目がな
かったので記載しなかったが、ドイツの研究
者が来日した際の翻訳も精力的に公表して
いる。わが国の労働立法制定の際に参照され
るドイツ労働法に対しては、実務家の間でも
関心は高いので、翻訳による貢献は決して少
なくないと言えよう。 
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